
■パブリックエリア別 提案要件リスト

エリア 階 部署 室名 提案要件

1F 外来 患者ラウンジ・イートインコーナー

・15席以上確保すること。
・松葉杖をついたまま座れるベンチを1か所以上設けること。
・上記席数を確保しつつ、車いすの待てる空間を確保していること。
・ストレッチャーの待機場所を確保していること。
・再来機、精算機に1台ずつ荷物台を配置すること。
・個人利用できるスペースを4名分以上確保すること。

1F 外来 中央受付・待合
・36席以上確保すること。
・上記席数を確保しつつ、車いす患者の待てる空間を確保すること。
・明確な通路動線を確保していること。

1F 外来 外来待合コーナー
・42席以上確保すること。
・整形外科用に松葉杖をついたまま座れるベンチを1か所以上設けること。
（整形･循環器･消化器内科･総合内科･小児用）

1F 外来 廊下（1） ・11席以上確保すること。

1F 救急 廊下（1） ・3席以上確保すること。

1F 救急 感染待合 ・5席以上確保すること。

1F 救急 前室（3） ・9席以上確保すること。

1F 放射線 廊下（3）
・12席以上確保すること。
（CT検査室･一般撮影室･骨密度測定室･診察/処置室用）

1F
放射線/内視
鏡

廊下（4）
・15席以上確保すること。
（MRI検査室･乳房撮影室用）

1F 内視鏡 内視鏡検査待合
・5席以上確保すること。
・上記席数を確保しつつ、車いすの待てる空間を確保していること。

1F
生理検査/内
視鏡/放射線/
検査

廊下（2）
・21席以上確保すること。
（生理検査･放射線用）

1F 生理検査 生理検査待合 ・12席以上確保すること。

1F 検査 採血待合コーナー ・12席以上確保すること。

2F 外来 外来ラウンジ
・16席以上確保すること。
・4組以上のスペースを確保すること。

2F 外来 待合（1）
・36席以上確保すること。
・上記席数を確保しつつ、車いすの待てる空間を確保していること。
（内科･脳神経内科用）

2F 外来 待合（2）
・24席以上確保すること。
・車いす患者の待てる空間を確保すること。
（泌尿器科･外科･皮膚科用）

2F 外来 待合（3）
・43席以上確保すること。
・眼科外来患者の特性を踏まえ、動線に配慮すること。
（耳鼻咽喉科･眼科･看護外来用）

2F 外来 待合（4）
・9席以上確保すること。
（婦人科用）

2F 透析 待合スペース
・6席以上確保すること。
・問診記入スペースを確保すること。

2F 化学療法 廊下（1） ・8席以上確保すること。

3F 手術室 廊下（5） ・6席以上確保すること。

待合エリア



■パブリックエリア別 提案要件リスト

エリア 階 部署 室名 提案要件

1F 整形 （整形）診察室（1）（2）（3）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

1F 循環器 （循環器）診察室（4）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

1F 消化器内科 （消化器内科）診察室（5）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

1F 総合内科 （総合内科）診察室（6）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

1F 小児 （小児）診察室（7）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 糖尿病内科 診察室（1）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 脳神経内科 診察室（2）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 脳神経外科 診察室（3）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 泌尿器 診察室（4）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 呼吸器内科 診察室（5）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 皮膚科 診察室（6）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 外科 診察室（7）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 外科 診察室（8）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 婦人科 診察室（9）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

2F 看護外来 診察室（10）
・医師用の机と椅子を1台、患者用椅子を1台、付き添い用椅子を1台、医師事務
作業補助者の机と椅子を1台配置すること。

3F 事務 職員食堂（食事・打合せ）

・45席以上確保すること。
・食事だけでなく、打ち合わせ等様々な用途で利用できる空間であること。
・複数名または個人利用できるレイアウトを提案すること。
・感染に配慮した工夫を盛り込むこと。

4F 病棟 廊下（7）（デイコーナー）
・4席以上を確保すること。
・様々な過ごし方に配慮した什器を提案していること。
・車いすでのアプローチにも配慮された製品を提案すること。

4F 病棟 食堂デイルーム

・20席以上確保すること。
・様々な過ごし方に配慮した什器を提案していること。
・複数名または個人利用できるレイアウトを提案すること。
・車いすでのアプローチにも配慮された製品を提案すること。

5F 病棟 廊下（3）（デイコーナー）
・4席以上を確保すること。
・様々な過ごし方に配慮した什器を提案していること。
・車いすでのアプローチにも配慮された製品を提案すること。

5F 病棟 食堂デイルーム（1）
・14席以上を確保すること。
・複数名または個人利用できるレイアウトを提案すること。
・車いすでのアプローチにも配慮された製品を提案すること。

5F 病棟 食堂デイルーム（2）

・33席以上確保すること。
・様々な過ごし方に配慮した什器を提案していること。
・複数名または個人利用できるレイアウトを提案すること。
・車いすでのアプローチにも配慮された製品を提案すること。

6F 病棟 食堂デイルーム

・48席以上確保すること。
・様々な過ごし方に配慮した什器を提案していること。
・複数名または個人利用できるレイアウトを提案すること。
・車いすでのアプローチにも配慮された製品を提案すること。

2F 健診 健診待合ホール

・36席以上確保すること。
・１人用席も必ず配置すること。
・問診記入スペースを確保すること。
・利用者の動線を考慮した配置とすること。

2F 健診 人間ドック専用待合室
・10席以上確保すること。
・利用者が特別感を感じる空間となること。
・感染に配慮した工夫を盛り込むこと。
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